
第 1 0 9 9回 教 育 委 員 会 

 

令和３年６月 10日 

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 報   告 

（１） 国庫支出金の支出に係る事務処理ミスについて   （義務教育課） 

（２） 全国学力・学習状況調査及び山形県学力等調査について      

（義務教育課） 

 

５ 議   題 

議第１号 令和４年度山形県立高等学校の入学者募集について 

（高校教育課） 

議第２号 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて                     （教職員課） 

議第３号 山形県社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づ

く意見について 

 議第４号の１ 令和３年度山形県一般会計補正予算のうち教育委員会に関する事務に

係る部分                      （教育政策課） 

 議第４号の２ 山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案                           

（教育政策課） 

 議第４号の３ 山形県個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例案 

（特別支援教育課） 

 

６ 閉   会 



令和３年６月８日 

教 育 庁 

国庫支出金の支出に係る事務処理ミスについて 

  令和２年度の文部科学省の市町村に対する補助金について、国の出納閉鎖日であ

る令和３年４月 30 日までに県による支出処理（法定受託事務）が行われておらず、

現時点で国から大江町と高畠町への国庫金の支払いが行われていない状況となって

いる。 

記 

１ 概要 

〇 支払いが行われていない国庫支出金の概要 

・ 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金

GIGA スクール構想の実現に向けた学校の校内ネットワーク環境の整備を対象

とした補助金

・ 収入未済額    35,867,000円 

内訳 大江町 6,393,000円、高畠町 29,474,000 円 

〇 補助事業は適正に完了し、補助金の額は確定したが、県が支出の処理を行わな

かったもの。  

〇 町への国庫支出については、文部科学省と協議中。 

２ 原因 

〇 学校における新型コロナウイルス感染症対策に係る業務やICTを活用した在宅

学習の指導、GIGAスクール構想関係補助金に係る事務処理など例年に比べ事務

量が増大していた中で、当該事案に係る書類を誤って処理済（処理不要）と錯

誤し、処理済（処理不要）のものと併せて綴ってしまい、事務処理を行わなか

った。また、チェックも十分機能せず、ミスを防ぐことができなかった。  

３ 再発防止策 

〇 再発防止に向けて、教育庁内で組織的に業務改善を図るべく事務処理改善対策

会議を設置（令和３年６月２日）し、次のような対策をはじめとして改善策を

検討し再発防止を徹底する。 

・ 年度末から翌年度にかけて行う事務について組織として効果的に内部チェッ

クを行う体制の整備

・ 業務の進捗及び適正な処理を管理するチェックリストの見直し

・ 年度当初に国庫支出金の会計事務の理解を促進する研修会の実施

以上 
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令和３年６月１０日 
義 務 教 育 課 

令和３年度学力等調査実施状況について 

１ 全国学力・学習状況調査
（１）期 日 令和３年５月２７日（木） 

（２）対象学年 小学校６年、中学校３年 

（３）調査内容

① 主な変更点

○実施を例年より１か月以上遅らせて実施

※例年は４月中旬に実施

〇コロナ対応として、「後日実施」の期間を 1 か月に延長 

※例年は２週間程度

② 調査内容

○学力調査 小学校：国語、算数 

中学校：国語、数学 

○学習状況調査 学習意欲・方法・環境、生活の諸側面に関する調査 

（４）県内の状況

【小学校等】

○小学校：２２９校（／２３０校）

※ 大江藤田の丘分校は不参加

○義務教育学校：３校（萩野学園、明倫学園、戸沢学園）

○特別支援学校：１校（山聾）

合 計：２３３校 児童数：８，５２０人 

※ 国立大学附属校（山大附属小）は含めず

（５/２７実施は、 ２２５校 ８，２２９人）

【中学校等】 

○中学校：９１校（／９２校）

※ 県立東桜学館中学校を含む

※ 大江藤田の丘分校は不参加

○義務教育学校：３校（萩野学園、明倫学園、戸沢学園）

○特別支援学校：３校（山聾、ゆきわり、鶴岡おひさま）

合 計： ９７校 生徒数：９，０７０人 

※国立大学附属校（山大附属中）は含めず

（５/２７実施は、 ９２校 ８，５９５人）

（５）調査結果について

令和３年８月下旬に公表の見込み
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２ 山形県学力等調査
（１）期 日 令和３年５月２７日（木） 

（２）対象学年 小学校５年、中学校２年 

（３）調査内容

① 主な特徴

基礎的な知識・技能の習得状況や、知識・技能を活用する力について調査する

問題、知識・技能を活用しながら、課題解決に向けた思考力・判断力・表現力等

を評価する総合型の問題を出題することとした。 

② 調査内容

〇 学力調査Ⅰ：国語、算数・数学 

国語及び算数・数学において、本県の児童生徒にとって課題となっている

知識・技能、思考力・判断力・表現力を評価する問題とした。 

〇 学力調査Ⅱ：総合型 

獲得した知識・技能を活用する力を評価する問題 

○ 学習状況調査

調査する学年の児童生徒を対象に、児童生徒の生活状況や小学校の英語に

関することを含む学習状況について実施することとした。 

（４）県内の状況

【小学校等】

○小学校：２２８校（／２３０校）

※ 藤田の丘分校は不参加、蔵王三小は在籍無し

○義務教育学校 ：３校

○特別支援学校 ：１校（山聾）

○国立大学附属校：１校（山大附属小）

合 計：２３３校 実施児童数：８５９９人 
（５/２７実施は、 ２２２校 ８，１４０人）

【中学校等】 

○中学校：９１校（／９２校）

※ 県立東桜学館中学校を含む

※ 藤田の丘分校は不参加

○義務教育学校 ：３校

○特別支援学校 ：１校（山養）

○国立大学附属校：１校（山大附属中）

合 計：９６校 実施生徒数：９１３５人 
（５/２７実施は、 ９１校 ８，７５４人）

（５）調査結果について

令和３年１０月下旬までに公表予定
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議第 １ 号 

令和４年度山形県立高等学校の入学者募集について 

令和４年度山形県立高等学校の入学者を次のとおり募集する。 

山形県立高等学校専攻科 

学 校 名 設置学科 入学定員 

山形県立米沢工業高等学校 生産情報 10 

提 案 理 由 

令和４年度における山形県立米沢工業高等学校専攻科の入学者の募集を行う必要が

あるため提案するものである。 

令和３年６月10日提出 

山形県教育委員会 

教育長 菅 間 裕 晃 
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令和４年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学志願要項 

１ 志願資格 

次の各号の一に該当する者 

(1) 高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業又は令和４年３月

卒業見込みの者

(2) 学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 150 条の規定により、高等学校

を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

２ 募集区域 

県下一円 

３ 出願期間 

令和３年７月 26日（月）から同年８月６日（金）正午まで 

４ 提出書類 

(1) 入学願書

学校所定のものに、山形県立学校の授業料等徴収条例(昭和43年３月県条例第18号)

に基づき、入学者選抜手数料として 2,200 円の山形県収入証紙を貼る。ただし、消印

はしないものとする。 

(2) 履歴書・身上書

学校所定のもの

(3) 写 真

最近３箇月以内に撮影したもの

(4) 調査書

進学用の所定の様式のもの

(5) 健康診断書

学校所定のもので、令和３年４月１日以降に受診したもの

５ 選  抜 

提出書類によるほか、県立米沢工業高等学校において次の学力検査及び面接を行う。 

(1) 学力検査

イ 検査教科

工 業

ロ 検査時間

70 分

ハ 検査期日

令和３年８月 21日（土）

(2) 面接期日

令和３年８月 21日（土）学力検査終了後

※定員に満たない場合は令和４年１月に２次募集と選抜を実施する（小論文と面接に

よる選抜）。

６ 合格発表 

令和３年８月 26日（木）午後３時予定 

７ そ の 他 

細部については、学校の募集要項によることとし、同校に問い合わせること。 

資料１ 
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資料２ 

令和４年度県立米沢工業高等学校専攻科 

❐学 科 名： 生産情報科

❐入学定員： 10 名

❐修業年限： １又は２年

○情報技術コース ＜約４名＞ 

○生産システムコース ＜約３名＞

○生産デザインコース ＜約３名＞

資料２ 
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議第 ２ 号 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 山形県立高等学校管理運営規則（昭和 41 年４月県教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

同 鶴岡工業高等学校 工 業 機械 

電気電子 

情報通信 

建築 

環境化学 

40 

40 

40 

40 

40 

工 業 工業技術 夜40 

を 

」 

「 

同 鶴岡工業高等学校 工 業 機械 

電気電子 

情報通信 

建築 

環境化学 

40 

40 

40 

40 

40 

工 業 工業技術 募集停止 

に、 

」 

「 

同 庄内総合高等学校 総 合 120 
を 

」 

「 

同 庄内総合高等学校 総 合 80 総 合 昼40 
に、 

」 

別表第２中 

「 

同 鶴岡南高等学校 普 通 80 を 

」 

「 

同 庄内総合高等学校 普 通 80 に改める。 

」 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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提 案 理 由 

 令和４年度高等学校再編整備計画に伴う入学定員の変更、鶴岡南高等学校通信制の

課程の廃止、鶴岡工業高等学校定時制の課程の募集停止、庄内総合高等学校定時制の

課程及び通信制の課程の新設等を行うため提案するものである。 

令和３年６月１０日提出 

山形県教育委員会 

教育長 菅 間 裕 晃 

議2－2
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山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

１ 改正理由 

 令和４年度の県立高等学校再編整備計画に伴う課程新設・廃止、募集停止等

を行うため規定の整備を図るもの。 

２ 主な改正内容 

① 鶴岡南高等学校通信制課程を廃止し、庄内総合高等学校に通信制の課程

を新設する。

② 鶴岡工業高等学校定時制の課程における「工業科（40 名）」の募集を停

止する。

③ 庄内総合高等学校に定時制の課程を新設し、「総合学科(40 名)」の募集

とする。

④ 庄内総合高等学校の全日制の課程における「総合学科」の学級減により

80 名の募集とする。

３ 施行期日 

令和４年４月１日 

議2－4


